
　市では、市民の皆さんのご意見を直接
お聞きする“市民ふれあい座談会”を開催
します。多くの皆さんのご参加をお待ち
しています。

市民ふれあい座談会を開催

□問本庁・秘書課

□日程
地 区 と こ ろと　き

有　明

倉　岳

河　浦

本　渡

有明町民センター大会議室

倉岳多目的研修集会施設

一町田地区コミュニティセンター

天草市民センター大会議室

８月19日㊋

８月20日㊌

８月21日㊍

８月26日㊋
・28日㊍

※時間は午後７時30分から同９時まで。

45 2014 . 8 . 15市政だより 天草 No.201　お知らせ版

▶対象＝50CC・90CC・125CC以下の原動機
付自転車や小型特殊自動車。

▶交付場所＝本庁・市民課または各支所担当課。
※現在お持ちのナンバープレートからの変更も
可能です（ご当地ナンバープレートから通常
のナンバープレートへの変更はできません）。
変更する場合は、現在お持ちのナンバープレ
ート・身分証明書・印か
んをお持ちください。

※事前予約やナンバーの
選択はできません。

①第２次天草市総合計画
（前期基本計画平成27～30年度）

　市では、今年度に策定する「第２次天草
市総合計画」の参考にするため、本市のあ
るべき姿、目ざすべき方向性など、市民の
皆さんのご意見を募集します。
▶提出・問い合わせ先

天草市役所・政策企画課

②第３次天草市行財政改革大綱
（平成27～30年度）

　市では、今年度に策定する「第３次天草市行
財政改革大綱」の参考にするため、行財政改
革を進めるためにどのような取り組みが必要
かなど、市民の皆さんのご意見を募集します。
▶提出・問い合わせ先

天草市役所・行財政改革推進課

▶募集期間＝８月18日㊊から９月17日㊌まで。
▶提出方法＝ご意見をまとめたもの（様式は自由）に、住所・氏名・電話番号を記入し、
各担当課へ持参（土・日曜日、祝日を除く）または郵送、ＦＡＸ㉔3501、電子メールで
提出してください。

［持参・郵送］〒863－8631市内東浜町８－１（郵送の場合は住所記載不要）
［電子メール］①kikaku@city.amakusa.lg.jp　②gyoukaku@city.amakusa.lg.jp

９月１日㊊から
天草市ご当地ナンバー
プレートの交付を開始！

くらしの

情報

くらしの情報

□問本庁・政策企画課 □問本庁・課税課

　９月から11月にかけて、全国消費実
態調査が実施されます。
　調査結果は、年金・介護などの社会
保障政策や生活保護基準を検討すると
きの基礎資料になります。
　調査対象（本渡南地区、久玉町、天
草町高浜南）の世帯には、８月下旬か
ら調査員証を携行した統
計調査員が家計簿の記入
のお願いにうかがいます
ので、調査へのご協力を
お願いします。

市民の皆さんのご意見を募集します!市民の皆さんのご意見を募集します!
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全国消費実態調査に
ご協力ください！


